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森林組合の概要

○ 森林組合は、森林組合法に基づき、森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び
森林生産力の増進を図ることを目的として設立された協同組織である。

○ 森林所有者を正組合員としており、全国47都道府県に621組合、45の県連、１の全国連の組織がある。
○ 事業としては、森林整備部門と販売部門が主要事業であり（両部門で全体の約９割）、我が国の森林整備
の中心的な担い手である。

○ 森林組合連合会（県森連）は、販売部門が主要事業である（全体の約８割）。

① 森林組合の系統図

※（ ）内の数字は、 平成29年度末時点の連合会数、組合数、組合員数。
※東京都及び大阪府については、１森林組合体制となっており、連合会がない。
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③ 林業作業の受託面積

資料：農林水産省「農林業センサス」(2015年)
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森林組合の
占める割合
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主伐、間伐による素材
（丸太）等の生産

（苗木、資材の販売）
資料：林野庁「H29森林組合統計」

（丸太等の加工・販売）

（組合員に対する経営指導等）

１

組合員所有森林面積：1,064万ha
（民有林（都道府県有林を除く。）の７割）

資料：全国森林組合連合会「平成28年度森林組合連合会統計」
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森林・林業において森林組合が果たしている役割

○ 森林組合は、組合員からの委託を受けて、地域の林業経営の重要な担い手として、山を守るための植林、
下刈、間伐、境界確認を自ら実施。国土保全や水源涵養など森林の公益的機能の維持増進において重要な
存在。

○ 組合員等の原木の共販所での競り売りや製材工場等への直送も行っており、組合員等への利益還元を図
る上でも重要な存在。

○ 今後は、主伐の増加に伴う植林・保育の着実な実施に向けた取組の強化も期待される。

② 森林組合による境界確認

③ 森林組合系統の共販所

２

植林

① 森林組合による森林整備

間伐 共販所での素材（丸太）等の販売

調査・測量



森林組合をめぐる近年の情勢

○ 戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎えている中で、近年においては、以下の改革を実施。
改革１：森林経営管理制度 経営管理が行われていない森林（民有林）の経営管理を「意欲と能力のある林業
経営者」に再委託すること等を内容とする制度。

改革２：国有林野管理経営法の改正 国有林においても、一定の期間、安定的に樹木を採取できる権利（樹
木採取権）を「意欲と能力のある林業経営者」等に設定できる制度。

改革３：森林環境譲与税・森林環境税の創設 本年度から、森林環境譲与税の譲与が開始。
○ このような中、地域の林業経営の重要な担い手である森林組合に求められる役割は益々大きくなっており、
今後、森林経営管理法に基づく森林施業の集約化や木材の販売等の強化とこれらを通じた山元への一層の
利益還元を行っていくことが期待されている。
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① 近年における新たな制度の成立等の経緯 ② 森林経営管理制度等の新たな仕組みの概要

経営管理を再委託

【森林経営管理法】

【国有林野管理経営法】

３
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重要に！



（参考）経営管理実施権の設定についての森林組合の意向

資料：林野庁調べ（H３０.８月 、R元.７月）

①設定を受ける意向がある組合の推移
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森林組合系統の販売部門の現状について

○ 組織、事業規模

５

○ 森林組合系統においては、近年の素材生産量の増加に伴い、事業取扱高に占める販売部門の割合が増
加している。（森林組合：36％、連合会：81％）

① 森林組合の事業取扱高と販売部門の割合の推移
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② 県森連の事業取扱高と販売部門の割合の推移
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都道府
県名

Ｓ50 Ｈ29
都道府
県名

Ｓ50 Ｈ29
都道府
県名

Ｓ50 Ｈ29

全 国 2,187 621 富 山 31 4 島 根 64 13 

北海道 168 80 石 川 37 4 岡 山 45 11 

青 森 36 12 福 井 32 10 広 島 44 15 

岩 手 52 18 山 梨 56 11 山 口 57 9 

宮 城 43 16 長 野 118 18 徳 島 41 10 

秋 田 36 12 岐 阜 84 20 香 川 27 7 

山 形 52 13 静 岡 37 20 愛 媛 49 13 

福 島 42 17 愛 知 21 6 高 知 45 23 

茨 城 48 8 三 重 53 10 福 岡 44 9 

栃 木 34 11 滋 賀 39 8 佐 賀 19 8 

群 馬 45 15 京 都 50 20 長 崎 23 10 

埼 玉 25 4 大 阪 26 1 熊 本 65 15 

千 葉 40 2 兵 庫 61 17 大 分 52 13 

東 京 9 1 奈 良 44 20 宮 崎 44 8 

神奈川 19 10 和歌山 50 20 鹿児島 73 15 

新 潟 81 22 鳥 取 25 8 沖 縄 1 4 

（参考）森林組合のこれまでの合併の取組状況

〇 森林組合については、これまでは主に合併の推進により徐々に経営基盤を強化してきたところ。
○ 合併の進展度合は、地域により区々。

③ 森林組合数の推移（都道府県別）

② 森林組合の経営基盤（１組合当たり）

項目 S50 H29

組合員数（人） 834 2,434

地区内民有林面積（ha） 7,181 25,574

組合員所有林面積（ha） 5,451 17,138

常勤役職員数（人） 4 12

① 森林組合数の推移
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資料：林野庁「森林組合統計」

６
注：地区内民有林面積には、都道府県有林面積は含まない。

資料：林野庁「森林組合統計」資料：林野庁「森林組合統計」
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